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徐
 
禎
 
完
 
 

一
、
は
じ
め
に
 
 

本
稿
末
尾
に
掲
出
し
た
【
表
A
】
 
は
、
今
日
伝
わ
る
伎
楽
関
連
の
資
料
の
中
で
、
伎
 
 

楽
の
構
成
を
追
跡
し
得
る
端
緒
を
示
す
も
の
を
年
代
順
に
並
べ
た
一
覧
表
で
あ
る
。
こ
 
 

（
1
〕
 
 

の
表
は
、
「
表
象
と
表
現
 
第
3
0
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
」
に
掲
載
の
拙
論
 
 

（
「
伎
楽
」
追
跡
考
－
東
ア
ジ
ア
仮
面
劇
・
芸
能
研
究
の
一
端
と
し
て
－
）
 
の
中
で
提
示
し
た
 
 

も
の
で
あ
る
。
内
容
的
に
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
稿
と
関
連
す
る
要
点
を
補
説
 
 

す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

【
表
A
】
は
、
便
宜
上
、
（
Ⅰ
群
）
と
 
（
Ⅱ
群
）
と
に
二
分
し
た
が
、
前
者
は
寺
院
の
 
 

資
財
帳
に
限
定
さ
れ
、
後
者
は
『
養
和
元
年
記
』
を
除
く
と
楽
譜
ま
た
は
楽
音
で
あ
る
 
 

と
い
う
特
徴
的
分
布
を
見
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伎
楽
の
記
録
が
、
寺
院
で
の
公
演
 
 

か
ら
音
楽
 
（
雅
楽
）
 
へ
と
移
行
し
て
い
る
と
解
せ
る
徴
証
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
記
録
の
領
域
に
と
ど
ま
る
問
題
と
理
解
す
べ
き
で
は
 
 

な
く
、
伎
楽
の
舞
台
あ
る
い
は
そ
の
公
演
形
態
が
寺
院
に
お
け
る
仏
教
行
事
か
ら
音
楽
 
 

へ
と
移
行
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
芸
能
史
の
一
部
と
 
 

し
て
の
伎
楽
の
展
開
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
ど
 
 

の
よ
う
な
形
で
音
楽
に
吸
収
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
 
 

味
摩
之
の
「
伎
楽
撃
と
楽
書
で
あ
る
『
教
訓
抄
』
の
「
妓
暫
は
同
じ
芸
態
の
も
の
 
 

と
し
て
み
て
よ
い
の
か
等
々
、
様
々
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
（
Ⅰ
群
）
に
共
通
す
る
（
金
剛
・
迦
植
羅
・
鼻
襟
・
力
士
）
が
当
時
の
伎
楽
の
 
 

板
幹
を
成
す
部
分
で
あ
り
、
味
摩
之
の
「
伎
楽
舞
」
の
原
型
に
該
当
す
る
部
分
か
と
思
 
 

「
伎
楽
」
追
跡
考
 
－
 
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
小
考
 
－
 
 

わ
れ
る
と
前
掲
の
拙
論
で
指
摘
し
た
が
、
少
な
く
と
も
、
「
伎
楽
舞
」
の
「
舞
」
は
、
（
金
 
 

（
2
）
 
 

剛
・
迦
棲
羅
・
畠
裔
・
力
士
）
 
に
集
中
し
て
い
た
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
（
金
剛
・
 
 

迦
棲
羅
・
良
禽
・
力
士
）
と
い
う
人
物
素
材
の
特
質
か
ら
も
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。
さ
 
 

ら
に
は
、
（
Ⅱ
群
）
で
は
あ
る
が
、
康
保
三
年
成
立
の
『
新
撰
楽
譜
』
が
（
Ⅰ
群
）
の
（
金
 
 

剛
・
迦
棲
羅
－
畠
襟
・
力
士
）
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
点
は
、
（
Ⅰ
群
）
か
ら
（
Ⅱ
 
 

群
）
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
非
常
に
興
味
深
い
。
何
故
な
ら
、
 
 

（
金
剛
・
迦
棲
羅
－
毘
嵩
・
力
士
）
 
の
解
体
が
伎
楽
展
開
史
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
 
 

示
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
寺
院
で
の
公
演
か
ら
 
 

ヽ
 
音
楽
へ
の
移
行
、
す
な
わ
ち
「
伎
楽
舞
」
か
ら
「
妓
楽
」
 
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
 
（
金
 
 

剛
・
迦
棲
羅
・
畠
襟
・
力
士
）
 
が
解
体
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

他
方
、
冒
頭
部
の
治
道
・
師
子
・
師
子
児
に
は
（
Ⅰ
群
）
の
間
に
も
揺
れ
が
生
じ
て
い
 
 

る
が
、
こ
れ
は
、
治
道
と
師
子
が
共
に
道
を
治
め
て
浄
め
る
露
払
い
的
な
役
割
を
担
っ
 
 

て
い
た
た
め
で
あ
り
、
行
列
の
先
頭
を
練
り
歩
く
過
程
で
実
際
に
前
後
し
て
い
た
か
ら
 
 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
こ
の
こ
と
は
、
（
Ⅱ
群
）
で
は
沿
道
が
総
て
省
略
さ
れ
 
 

て
い
る
こ
と
か
ら
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
寺
院
の
仏
教
行
事
と
音
楽
と
 
 

い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
態
の
特
質
を
考
え
る
と
、
仏
教
行
事
で
は
道
を
治
め
て
浄
め
る
と
 
 

い
う
重
要
な
役
割
が
音
楽
で
は
楽
士
あ
る
い
は
登
場
人
物
登
場
の
段
程
度
の
意
味
に
縮
 
 

小
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
ほ
ぼ
同
じ
役
割
を
担
っ
て
い
た
、
 
 

あ
る
い
は
共
同
で
露
払
い
の
機
能
を
担
い
、
一
場
面
を
形
成
し
て
い
た
節
子
と
治
道
の
 
 

ぅ
ち
、
治
道
が
省
略
さ
れ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
『
懐
中
譜
』
に
師
子
の
曲
の
楽
譜
が
伝
 
 

わ
る
点
か
ら
も
師
子
は
音
楽
と
し
て
生
き
残
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
様
々
な
問
題
点
を
提
示
し
て
く
れ
る
資
料
群
の
一
つ
と
し
て
『
妓
楽
 
 

龍
笛
譜
』
が
存
在
し
、
か
つ
同
時
に
笛
の
曲
と
し
て
音
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
伎
楽
の
 
 

軌
跡
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
研
究
は
、
東
ア
ジ
ア
に
存
在
し
た
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
伎
楽
・
伎
楽
舞
を
追
跡
し
、
 
 
 



6
 
 

8
 
 

完
 
禎
 
 

徐
 
 

そ
れ
が
各
地
域
や
文
化
の
中
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
ま
た
後
世
の
芸
能
と
交
渉
し
て
 
 

い
っ
た
の
か
を
探
る
（
「
伎
楽
」
追
跡
考
）
 
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
副
題
で
示
す
 
 

と
お
り
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
な
る
資
料
を
以
て
伎
楽
展
開
史
の
一
部
を
追
跡
し
て
み
る
こ
 
 

と
に
す
る
。
 
 

l
「
 
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
 
 

『
妓
楽
龍
笛
譜
』
は
、
内
閣
文
庫
蔵
で
あ
り
、
現
在
は
国
立
公
文
書
館
に
て
閲
覧
可
 
 

能
で
あ
る
。
請
求
番
号
は
忘
？
≡
畠
。
全
一
冊
の
写
本
で
あ
り
、
甘
露
寺
家
旧
蔵
本
と
 
 

記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

音
取
お
よ
び
各
曲
名
に
続
く
譜
の
部
分
を
除
い
た
本
文
だ
け
を
取
り
出
す
と
次
の
通
 
 

り
で
あ
る
。
 
 

キ
カ
タ
ノ
 
 

妓
楽
曲
 
 

ネ
ト
リ
 
 

音
取
 
 
 

喚
頭
 
 
 

テ
ウ
シ
 
 

調
子
 
 
 

ン
 
 
ヽ
 
師
子
 
 

コ
 
ク
 
ウ
 
 

呉
公
 
 

コ
ン
コ
ケ
 
金
剛
 
 

力
 
ラ
 
ム
 
 

迦
棲
羅
 
 

喚
頭
 
 

力
7
L
ワ
キ
ヨ
ク
 
嘗
曲
 
 

ハ
ラ
モ
ム
 
 

波
羅
門
 
平
調
 
用
迦
棲
羅
音
曲
仇
略
之
 
 

以
常
横
笛
吹
之
 
東
大
寺
興
福
寺
等
仏
生
会
四
月
八
日
奏
之
 
質
草
築
大
鼓
等
無
 
 

之
笛
独
吹
之
 
三
鼓
土
拍
子
許
也
 
有
舞
面
色
々
相
替
 
 

ハ
ン
シ
キ
テ
ウ
 
盤
渉
調
 
 

行
道
吹
之
 
 

イ
チ
コ
チ
テ
ウ
 
 

壱
越
調
 
楽
程
大
旨
相
似
平
蛮
楽
 
 

盤
渉
調
 
不
音
取
 
 

ハ
ン
シ
キ
テ
ク
 
 

盤
渉
調
 
不
音
取
 
 
 

平
調
 
不
音
取
 
但
以
遠
城
楽
令
用
破
 
 

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
資
料
は
、
①
冒
頭
の
 
「
妓
楽
曲
」
 
に
関
す
る
説
明
の
 
 

部
分
、
②
曲
の
構
成
と
注
記
、
③
奥
書
と
い
う
三
つ
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
以
降
、
 
 

こ
の
三
点
に
関
し
て
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 
 

（
1
）
「
妓
楽
曲
」
 
 
 

満
李
曙
毎
ぎ
㌦
東
£
甘
掛
騒
音
ふ
野
生
禽
甘
月
ハ
I
け
 
 

風
車
瞥
違
‡
貰
え
転
意
庭
亙
鹿
追
詫
ト
ヱ
皇
登
 
 

殖
与
嘗
奄
鼻
ト
あ
泉
七
向
背
 
 
 

「
以
常
横
笛
吹
之
 
東
大
寺
興
福
寺
等
仏
生
会
四
月
八
日
奏
之
 
笠
革
築
大
鼓
等
無
 
 

之
笛
独
吹
之
 
三
鼓
土
拍
子
許
也
 
有
舞
面
色
々
相
替
」
、
す
な
わ
ち
、
常
に
横
笛
を
用
 
 

い
て
こ
の
曲
を
吹
く
、
東
大
寺
や
興
福
寺
な
ど
で
行
わ
れ
る
四
月
八
日
の
仏
生
会
に
て
 
 

こ
の
曲
を
奏
す
る
、
笠
・
単
葉
・
大
鼓
な
ど
は
使
用
せ
ず
笛
だ
け
を
用
い
る
、
三
鼓
と
 
 

銅
拍
子
だ
け
を
用
い
る
、
ま
た
舞
が
あ
っ
て
面
は
い
ろ
い
ろ
付
け
替
え
る
、
と
い
う
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

欝…盃三宝圭獣  

一
越
調
 
 

一
越
調
 
以
此
曲
為
良
港
急
可
連
吹
之
 
 

平
調
 
可
吹
必
序
 
 

一
越
調
 
但
用
承
和
楽
之
拍
子
 
 

妓
楽
曲
悉
任
師
匠
奥
書
伝
下
狛
康
重
畢
 
 

永
仁
二
年
四
月
 
日
 
 

l
品
椀
府
愚
老
 
（
花
押
）
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ま
ず
、
「
東
大
寺
興
福
寺
等
仏
生
会
四
月
八
日
秦
之
」
 
に
関
し
て
は
、
養
和
元
年
（
－
 
 

忘
こ
 
の
興
福
寺
の
記
録
で
あ
り
【
表
A
】
に
も
含
ま
れ
て
い
る
『
養
和
元
年
記
』
に
次
 
 

の
よ
う
な
記
事
が
確
認
で
き
る
。
 
 

四
月
八
日
伎
楽
会
被
行
之
 
於
禅
定
院
在
之
 
 

請
定
色
衆
三
十
人
 
等
分
左
右
方
 
 

今
年
諒
闇
也
 
至
伎
楽
会
於
例
 
別
無
諒
闇
儀
式
 
云
々
 
 

師
子
 
呉
公
 
金
剛
 
波
羅
門
 
迦
棲
羅
 
島
萬
 
 

力
士
 
大
孤
 
酔
胡
 
 

早
旦
楽
人
舞
人
先
渡
東
大
寺
共
奉
彼
寺
伎
楽
会
次
渡
御
寺
 
是
先
例
也
（
以
下
略
）
 
 
 

ま
た
、
『
教
訓
抄
』
（
－
N
N
豊
の
（
妓
楽
）
の
項
の
冒
頭
に
「
四
月
八
日
仏
生
会
卜
日
。
」
 
 

と
あ
る
記
事
と
も
合
致
し
、
さ
ら
に
は
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
長
禄
二
年
（
－
会
0
0
）
 
 

に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
確
認
で
き
る
。
 
 

仏
生
会
廻
請
持
参
、
加
判
了
、
 
 

来
月
八
日
巳
剋
可
被
集
会
金
堂
前
而
巳
、
 
 

奉
唱
 
 

伎
楽
会
請
僧
事
 
 
 

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
伎
楽
が
い
つ
の
頃
か
ら
か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
両
寺
院
の
 
 

仏
生
会
で
の
仏
事
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
 
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伎
楽
の
芸
態
が
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
 
 

は
さ
ら
な
る
精
査
に
よ
っ
て
確
許
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
育
っ
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

次
に
「
笠
革
襲
大
鼓
等
無
之
笛
独
吹
之
 
三
鼓
土
拍
子
許
也
」
 
と
あ
る
楽
器
構
成
に
 
 

関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
に
は
、
基
本
的
に
永
仁
二
年
ご
N
澄
）
当
時
、
少
 
 

な
く
と
も
次
の
l
一
点
の
背
景
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
見
る
。
 
 
 

ま
ず
は
、
こ
の
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
 
「
妓
楽
」
は
、
雅
楽
の
楽
曲
と
し
て
の
 
「
妓
楽
 
 

ヽ
、
 
曲
」
 
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
味
摩
之
の
 
「
伎
楽
舞
」
 
で
は
な
い
。
 
 

そ
し
て
雅
楽
と
い
う
前
提
の
下
で
、
次
に
、
笹
・
革
築
・
龍
笛
と
い
う
三
管
、
韓
鼓
・
 
 

太
鼓
・
鉦
鼓
と
い
う
三
鼓
、
そ
し
て
琵
琶
・
撃
な
ど
の
雅
楽
に
お
け
る
一
般
的
な
楽
器
 
 

構
成
と
は
異
な
り
、
龍
笛
を
中
心
に
三
鼓
・
銅
拍
子
（
土
拍
子
）
だ
け
が
用
い
ら
れ
る
 
 

と
い
う
特
異
な
楽
器
構
成
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
『
教
訓
 
 

抄
』
で
は
、
「
立
次
第
者
、
先
師
子
、
次
踊
物
、
次
笛
吹
、
次
帽
冠
、
次
打
物
t
ニ
鼓
二
 
 

人
、
銅
拍
子
二
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
教
訓
抄
』
の
 
「
笛
吹
」
と
 
「
打
物
三
鼓
二
人
、
 
 

銅
拍
子
二
人
」
 
は
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
 
「
笛
独
吹
之
」
 
と
「
三
鼓
土
拍
子
許
也
」
と
に
 
 

合
致
す
る
。
 
 
 

但
し
、
『
教
訓
抄
』
と
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
で
の
「
三
鼓
」
は
、
鞠
鼓
・
太
鼓
・
鉦
鼓
、
 
 

つ
ま
り
三
つ
の
最
も
代
表
的
な
鼓
と
し
て
の
三
鼓
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
三
ノ
ツ
ヾ
 
 

ミ
」
 
の
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
拙
論
 
（
「
伎
楽
」
追
跡
考
－
東
ア
ジ
ア
仮
面
劇
・
芸
能
研
究
 
 

の
二
満
と
し
て
－
）
 
に
て
既
に
詳
し
く
記
し
た
の
で
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
は
省
略
す
る
 
 

が
、
『
令
義
解
』
に
 
 
 

伎
楽
謂
二
呉
楽
一
。
其
腰
鼓
亦
為
二
呉
楽
之
器
一
也
。
師
一
人
。
掌
レ
教
猿
楽
草
。
其
 
 
 

生
以
二
楽
戸
一
為
レ
之
。
腰
鼓
生
準
此
。
腰
鼓
師
二
人
掌
レ
蓼
腰
鼓
生
一
。
 
 

と
あ
る
如
く
、
伎
楽
の
鼓
は
腰
鼓
で
あ
る
。
安
部
季
尚
の
『
楽
家
録
』
（
－
票
○
）
に
、
「
抑
 
 

謂
二
伎
楽
｝
者
、
非
塵
革
築
之
曲
∴
不
レ
用
「
三
鼓
「
特
横
笛
薦
恕
曲
∴
而
甚
重
レ
之
。
」
 
 

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
一
方
の
『
教
訓
抄
』
で
は
、
腰
鼓
及
び
三
鼓
に
関
 
 

し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 
 

腰
 
鼓
 
 

俗
云
、
三
ノ
ツ
ヾ
ミ
。
本
朝
令
云
、
ク
レ
ツ
ヾ
ミ
。
 
 

唐
令
日
、
高
麗
伎
一
部
、
横
笛
、
腰
鼓
各
一
。
腰
鼓
、
俗
云
二
三
乃
豆
々
美
㌔
本
朝
 
 

令
云
、
腰
鼓
師
一
人
。
和
冬
季
久
礼
豆
々
美
㌔
今
案
呉
楽
所
レ
用
是
也
。
（
中
略
）
古
 
 

老
伝
云
、
腰
二
付
テ
、
撥
ヲ
バ
不
レ
用
シ
テ
、
以
レ
手
打
レ
之
、
如
ニ
ー
鼓
…
乙
健
也
。
 
 

（
中
略
）
此
鼓
於
一
打
横
板
舞
】
者
、
如
レ
此
錐
レ
軍
兵
相
伝
、
今
ノ
世
二
更
不
レ
用
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レ
之
。
仇
テ
如
レ
絶
也
。
 
 

三
 
鼓
 
 

高
麗
ノ
楽
器
也
。
但
中
古
マ
デ
ハ
、
左
楽
ニ
モ
、
古
楽
物
ニ
ハ
皆
用
レ
之
。
今
モ
行
列
行
 
 

道
ニ
ハ
、
右
方
為
二
拍
子
。
 
 
 

三
鼓
は
高
麗
楽
の
楽
器
で
あ
っ
て
、
腰
鼓
で
は
な
い
。
腰
鼓
は
、
「
古
老
伝
云
」
が
「
腰
 
 

二
付
テ
撥
ヲ
バ
不
レ
用
シ
テ
、
以
レ
手
打
レ
之
、
如
二
鼓
“
乙
供
也
。
」
と
記
す
ご
と
く
、
 
 

腰
に
付
け
る
も
の
で
あ
り
撥
を
用
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
信
西
古
楽
図
』
の
挿
絵
に
 
 

よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
今
日
伝
わ
る
三
鼓
は
撥
を
用
い
て
打
つ
こ
と
か
ら
も
腰
鼓
と
 
 

は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
唐
令
日
、
高
麗
伎
一
部
、
横
笛
、
腰
鼓
各
t
。
」
 
 

の
件
は
、
九
部
伎
・
十
部
伎
の
高
麗
伎
の
楽
器
と
し
て
腰
鼓
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
記
 
 

事
で
あ
っ
て
、
三
鼓
と
は
関
係
が
な
い
。
恐
ら
く
、
「
今
ノ
世
二
更
不
レ
用
レ
之
。
仇
テ
如
レ
 
 

絶
也
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
腰
鼓
が
途
絶
え
、
そ
の
実
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
 
 

腰
鼓
が
三
鼓
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
生
じ
る
背
景
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

最
後
は
、
「
有
舞
面
色
々
相
替
」
 
と
あ
る
舞
と
面
に
関
し
て
の
件
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
短
い
記
述
だ
け
で
は
舞
と
面
に
関
す
る
詳
細
は
把
握
で
き
な
い
。
 
 
 

た
だ
、
こ
の
件
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
伎
楽
に
は
舞
が
あ
り
面
も
多
様
で
場
面
に
よ
 
 

っ
て
付
け
替
え
る
、
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
味
摩
之
の
 
 

「
伎
楽
舞
」
か
ら
『
教
訓
抄
』
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
ま
で
六
百
年
以
上
経
っ
て
お
り
芸
態
の
 
 

変
容
が
充
分
考
え
ら
れ
る
点
、
実
際
に
伎
楽
が
雅
楽
に
編
入
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、
 
 

こ
の
件
を
そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
。
さ
ら
に
は
天
平
期
を
は
じ
め
と
す
 
 

る
奈
良
時
代
の
伎
楽
面
と
装
束
ま
で
伝
わ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
平
安
期
以
降
の
伎
楽
面
 
 

・
装
束
の
類
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
点
を
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
、
平
 
 

安
期
以
降
の
伎
楽
 
（
妓
楽
）
 
で
は
、
こ
れ
ら
の
伎
楽
面
や
装
束
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
 
 

か
っ
た
こ
と
の
結
果
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
に
関
し
て
は
、
今
後
持
続
的
な
追
 
 

跡
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
『
楽
家
録
』
の
次
の
記
事
か
ら
そ
の
動
向
を
探
 
 る

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
廿
七
 
伎
楽
之
笛
相
伝
 
 

旧
記
日
伎
楽
之
笛
音
戸
部
氏
相
伝
之
曲
也
。
於
．
一
別
方
時
↓
始
伝
二
之
狛
行
光
・
、
 
 
 

自
レ
是
而
遂
為
一
飯
流
之
相
伝
二
万
々
 
 

凡
号
二
伎
楽
者
如
レ
称
二
音
楽
”
乎
、
然
見
二
旧
記
八
曲
之
目
録
一
挙
乏
左
 
 

勇
士
一
説
呉
王
 
金
剛
 
力
士
 
迦
棲
羅
 
良
禽
 
波
羅
門
 
大
孤
 
 

酔
狐
巳
上
伎
楽
八
曲
 
 

今
世
仏
生
食
、
於
二
興
福
寺
一
有
二
法
合
一
、
而
以
レ
笛
吹
下
号
二
伎
楽
者
上
也
。
今
 
 
 

按
伎
字
無
レ
意
乎
。
此
説
称
二
音
楽
合
楽
奏
楽
等
】
之
類
乎
。
 
 

抑
謂
∴
伎
楽
一
者
、
非
二
笠
琴
築
之
曲
∴
不
レ
用
二
三
鼓
一
、
特
横
笛
慮
二
秘
曲
「
而
 
 
 

甚
重
レ
之
。
南
都
楽
人
狛
氏
近
代
伝
レ
之
。
而
至
レ
今
於
二
和
州
興
福
寺
之
金
堂
一
、
毎
 
 
 

歳
四
月
八
日
刻
申
秦
．
政
曲
、
然
惟
声
楽
耳
、
而
謝
喝
」
慧
呵
刻
過
山
野
而
 

剖
倒
。
其
法
仏
経
謂
終
後
、
自
二
左
楽
畢
奏
レ
笛
。
著
二
狩
衣
 
干
レ
時
舞
人
四
人
出
、
 
 

先
二
人
寺
侍
、
次
二
人
右
方
舞
人
也
。
著
一
狩
衣
或
垂
衣
∴
 
素
無
一
定
装
束
一
欺
、
 
 
 

剖
細
面
判
断
矧
剰
、
各
署
レ
面
持
l
南
梢
州
奏
レ
舞
、
舞
似
－
千
束
遊
而
太
短
薦
二
舞
畢
 
 
 

耳
、
耐
笥
醐
刷
剥
封
野
洲
習
盟
m
q
仙
川
H
鬼
］
判
「
、
而
廻
－
金
堂
外
・
一
返
、
畢
各
入
二
 
 

千
楽
屋
∴
次
舞
人
二
人
出
、
寺
侍
役
レ
之
、
其
法
及
装
束
如
レ
初
、
面
亦
如
二
鬼
面
「
 
 

少
奏
レ
舞
而
入
二
千
楽
屋
－
而
後
止
レ
曲
。
最
無
二
番
舞
∴
 
 

（
傍
線
、
引
用
者
に
よ
る
）
 
 
 

声
楽
は
耳
に
す
る
も
の
の
、
舞
曲
は
断
絶
し
て
、
た
だ
そ
の
適
法
の
み
伝
わ
っ
て
い
 
 

る
。
装
束
に
関
し
て
は
も
と
よ
り
定
ま
っ
た
き
ま
り
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
昔
は
 
 

定
ま
っ
て
い
た
が
今
は
断
絶
し
て
伝
わ
ら
な
い
だ
け
な
の
か
す
ら
分
か
ら
な
い
、
と
い
 
 

う
始
末
で
あ
る
。
解
し
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
舞
曲
も
装
束
も
そ
の
場
そ
の
場
で
適
当
に
 
 

ま
か
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
面
に
関
し
て
も
同
様
で
、
尋
常
の
 
 

舞
楽
面
と
は
そ
の
形
 
（
形
相
）
 
が
異
な
り
、
鬼
面
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
そ
し
て
金
堂
の
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外
を
一
周
し
て
楽
屋
に
入
る
と
、
そ
の
次
は
舞
人
が
二
人
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
寺
侍
 
 

が
務
め
、
舞
と
装
束
は
先
ほ
ど
の
登
場
人
物
と
同
様
で
あ
る
が
、
面
は
又
 
（
異
な
る
）
 
 

鬼
面
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
が
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
言
う
「
面
色
々
相
替
」
の
実
情
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
楽
家
 
 

録
』
と
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
と
の
間
に
は
時
間
的
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
『
楽
家
録
』
の
 
 

記
事
が
当
時
楽
家
に
伝
わ
る
伝
承
事
項
の
記
録
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
伎
楽
の
 
 

衰
退
の
様
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

（
2
）
 
曲
の
構
成
と
注
記
 
 

ま
ず
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
曲
の
構
成
を
『
教
訓
抄
』
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
【
表
A
】
 
 

｛
4
）
 
 

で
も
示
し
た
よ
う
に
、
末
尾
の
武
徳
楽
以
外
は
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

『
教
訓
抄
』
 
 

①
ね
取
盤
渉
調
音
 
 

②
調
子
謂
二
之
逆
行
音
声
▼
。
 
 

或
逆
行
相
子
日
云
々
。
 
 

是
以
為
二
行
道
J
。
 
 

③
師
子
 
（
舞
）
壱
越
調
音
 
 

④
呉
公
盤
捗
調
音
吹
レ
之
 
 

⑤
金
剛
盤
渉
調
音
吹
也
 
 

⑥
迦
榛
羅
吹
寵
城
楽
破
由
 
 
 

ナ
 
シ
 
 
 

⑦
波
羅
門
壱
越
調
音
吹
レ
之
 
 

⑧
畠
常
壱
越
調
吹
レ
之
 
 

⑨
力
士
壱
越
調
音
火
急
吹
レ
之
 
 

⑩
大
孤
平
調
音
吹
し
之
序
吹
物
 
 

『
妓
楽
龍
笛
譜
』
 
 

音
取
盤
渉
調
 
 

調
子
行
道
吹
之
 
 

師
子
壱
越
調
楽
棒
大
旨
相
似
平
蛮
楽
 
 

呉
公
盤
渉
調
不
音
取
 
 

金
剛
盤
渉
調
不
音
取
 
 

迦
棲
羅
平
調
以
選
城
楽
令
用
破
 
 
 

当
曲
 
 
 

波
羅
門
平
調
用
迦
梗
羅
当
曲
仇
略
之
 
 

毘
嵩
壱
越
調
 
 

力
士
 
以
此
曲
為
昆
布
急
可
連
吹
之
 
 

大
孤
平
網
可
吹
必
序
 
 

而
舞
故
。
カ
近
来
不
一
用
レ
之
 
 
 

そ
も
そ
も
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
と
い
う
名
称
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
 
 

は
、
「
伎
楽
舞
」
の
台
本
の
類
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
雅
楽
の
譜
で
あ
り
、
壱
越
調
∵
 
 

盤
渉
調
・
平
調
な
ど
の
曲
の
調
子
を
は
じ
め
、
音
取
・
調
子
・
行
道
・
喚
頭
・
当
曲
な
 
 

ど
、
全
て
雅
楽
の
楽
理
に
よ
っ
て
整
理
・
表
記
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
伎
楽
舞
」
 
で
 
 

あ
る
な
ら
ば
、
楽
人
登
場
の
た
め
の
行
道
で
は
な
く
、
治
道
に
よ
る
道
を
治
め
る
浄
化
 
 

の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
還
城
楽
・
承
和
楽
を
代
用
し
た
り
、
平
 
 

（
5
）
 
 

蛮
楽
と
大
旨
相
似
す
る
と
い
う
注
記
の
存
在
は
、
伎
楽
の
雅
楽
へ
の
吸
収
が
相
当
進
ん
 
 

で
い
た
こ
と
の
反
証
と
し
て
捉
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『
教
訓
抄
』
が
 
 

陵
王
の
破
を
以
て
節
子
の
喚
頭
に
代
用
す
る
な
ど
の
注
記
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
逆
 
 

に
『
教
訓
抄
』
が
鬼
沓
∵
力
士
・
大
孤
な
ど
の
項
で
記
し
て
い
る
演
出
に
関
す
る
注
記
 
 

は
、
「
伎
楽
舞
」
を
追
跡
す
る
上
で
貴
重
な
記
録
で
は
あ
る
が
、
近
真
の
時
代
に
実
演
さ
 
 

れ
た
演
出
と
見
る
よ
り
は
、
「
他
家
相
伝
舞
曲
」
で
あ
り
「
我
家
二
習
伝
ヘ
ヌ
曲
」
で
あ
 
 

っ
た
 
「
妓
楽
曲
」
 
を
 
「
定
テ
誤
ヲ
ホ
ク
侍
ル
ベ
シ
。
但
、
舞
コ
ソ
知
侍
ラ
ネ
ド
モ
、
楽
 
 

相
伝
タ
ル
ヤ
ウ
ニ
侍
ハ
、
楽
ノ
習
二
付
テ
、
大
旨
略
ヲ
存
シ
テ
注
シ
侍
べ
シ
。
」
、
「
曲
楽
 
 

ニ
ッ
キ
テ
候
説
：
ハ
、
コ
ト
ノ
ホ
カ
ノ
僻
事
ハ
侍
ラ
ジ
。
舞
事
ハ
更
二
知
侍
ヌ
事
ヲ
、
 
 

タ
ヾ
ダ
シ
コ
ー
ロ
ミ
及
プ
事
、
又
聞
及
事
ヲ
審
テ
侍
ナ
リ
。
」
と
い
う
過
程
に
よ
っ
て
記
 
 

す
に
至
っ
た
 
「
適
法
」
 
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

最
後
に
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
で
は
、
迦
棲
羅
に
対
し
て
 
「
カ
ラ
ム
」
、
畠
蕎
に
対
し
て
 
 

「
ク
ロ
ン
」
 
と
い
う
読
み
を
カ
タ
カ
ナ
で
振
っ
て
あ
る
。
果
た
し
て
こ
の
ル
ビ
が
永
仁
 
 

t
一
年
の
祖
本
か
ら
の
継
承
な
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
も
し
そ
う
な
ら
、
迦
棲
羅
と
島
 
 

嵩
を
そ
れ
ぞ
れ
「
か
る
ら
」
 
「
こ
ん
ろ
ん
」
と
読
ま
ず
、
「
カ
ラ
ム
」
 
「
ク
ロ
ン
」
と
読
ん
 
 

で
い
た
こ
と
に
な
る
。
日
本
語
の
漢
字
育
と
し
て
は
説
明
で
き
な
い
読
み
で
あ
る
。
こ
 
 
 

⑪
酔
胡
壱
越
調
近
来
用
哀
和
琴
 
 

⑫
武
徳
楽
壱
越
調
 
 

酔
胡
壱
越
調
性
用
承
和
楽
之
拍
子
 
 
 

ナ
 
シ
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こ
の
奥
書
か
ら
は
、
永
仁
二
年
当
時
の
 
「
一
品
椀
府
愚
老
」
と
は
誰
な
の
か
、
ま
た
 
 

「
狛
康
重
」
は
誰
な
の
か
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
〓
品
椀
府
愚
老
」
の
「
師
匠
」
 
 

を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
 
 
 

ま
ず
は
、
「
一
品
」
を
辛
が
か
り
に
、
土
御
門
天
皇
（
〓
宗
～
－
N
岩
）
か
ら
後
深
草
天
 
 

皇
 
（
－
N
缶
～
－
〕
○
含
 
ま
で
の
全
て
の
親
王
を
調
べ
、
一
品
で
あ
り
且
つ
永
仁
二
年
の
時
 
 

点
で
 
「
愚
老
」
と
称
し
う
る
年
齢
に
至
っ
て
い
る
対
象
者
を
探
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
 
 

該
当
人
物
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
宗
尊
親
王
は
文
永
二
年
に
一
品
に
昇
叙
し
 
 

て
い
る
が
、
文
永
十
一
年
（
岩
遥
）
 
に
没
し
て
お
り
、
久
明
親
王
は
、
一
品
に
昇
叙
し
 
 

た
の
が
永
仁
五
年
 
（
－
N
ヨ
）
 
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

結
局
、
一
品
親
王
か
ら
辛
が
か
り
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
太
政
大
臣
・
内
大
臣
・
 
 

左
大
臣
・
右
大
臣
の
中
で
 
「
椀
府
」
と
い
う
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
を
中
心
に
調
 
 

べ
た
。
「
椀
府
」
の
用
例
の
中
で
、
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
明
ら
か
な
用
例
を
挙
げ
る
 
 

と
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

彼
御
願
文
依
仰
右
府
令
婿
書
、
今
日
以
書
状
付
大
蔵
卿
、
丞
相
清
書
事
感
悦
之
鯨
、
 
 
 

累
代
硯
一
面
送
彼
楓
府
l
 
 

れ
は
、
西
域
の
発
音
を
読
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

（
3
）
 
奥
 
書
 
 

重
度
星
絹
・
風
量
凍
て
舟
尊
号
 
 

永
望
ネ
ふ
月
 
河
 
 

大
根
府
之
為
二
厳
閤
一
也
 
 

（
『
醍
醐
寺
文
書
』
、
源
通
親
）
 
 
 

以
上
か
ら
、
以
下
の
三
名
を
ま
ず
は
 
「
椀
府
」
 
の
候
補
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
 
 

よ
一
つ
。
 
 

源
定
通
 
（
一
一
八
八
～
一
二
四
七
）
 
後
土
御
門
内
大
臣
 
 

藤
原
基
家
〓
二
〇
三
～
一
二
八
〇
）
 
後
九
候
内
大
臣
 
 
 

鷹
司
兼
平
（
一
二
二
八
～
一
二
九
四
）
 
太
政
大
臣
・
関
白
 
 
 

し
か
し
、
源
定
過
と
藤
原
基
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
四
七
年
と
一
二
八
〇
年
に
没
し
 
 

て
お
り
、
永
仁
二
年
の
時
点
で
の
「
愚
老
」
と
い
う
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

候
補
か
ら
削
除
す
る
。
 
 
 

晴
、
頗
有
寒
気
、
相
伴
女
房
、
向
前
線
州
押
小
路
宅
、
次
参
九
候
前
椀
府
、
入
見
 
 

参
、
二
晶
羽
林
同
令
謁
給
、
五
節
事
‥
・
 
 

（
『
民
経
記
』
寛
元
四
年
十
月
十
三
日
、
藤
原
基
家
）
 
 

晴
、
不
出
行
、
九
備
前
椀
府
内
々
被
仰
云
、
上
線
国
可
献
五
節
云
々
、
下
仕
装
束
 
 

可
調
進
者
、
頗
有
事
煩
、
為
之
如
何
…
 
 

（
『
民
経
記
』
寛
元
四
年
九
月
八
日
、
藤
原
基
家
）
 
 

穿
、
参
堀
川
殿
、
参
右
府
、
参
九
備
前
塊
府
、
 
 

（
『
民
経
記
』
寛
元
四
年
八
月
十
九
日
、
藤
原
基
家
）
 
 

女
房
於
廉
中
伝
取
之
、
即
右
大
臣
被
還
了
、
次
小
童
向
彼
塊
府
、
可
為
猶
子
之
故
 
 

也
、
 
 

（
『
岡
屋
関
白
記
』
寛
元
四
年
六
月
十
九
日
、
鷹
司
兼
平
）
 
 

（
『
岡
屋
関
白
記
』
寛
元
四
年
五
月
二
十
四
日
、
鷹
司
兼
平
）
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一
方
の
鷹
司
兼
平
は
、
永
仁
二
年
没
で
は
あ
る
が
、
八
月
八
日
に
六
十
七
歳
で
の
没
 
 

で
あ
る
の
で
、
「
永
仁
二
年
四
月
 
日
」
 
の
奥
書
は
時
間
的
に
可
能
で
あ
り
、
「
愚
老
」
 
 

と
い
う
署
名
に
も
無
理
が
な
い
。
 
 
 

こ
の
時
点
で
、
鷹
司
兼
平
は
、
「
一
品
椀
府
愚
老
」
 
の
う
ち
、
「
税
府
」
 
と
 
「
愚
老
」
 
 

の
二
つ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
残
る
は
 
二
晶
」
 
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
前
述
の
如
く
、
一
品
親
王
に
は
該
当
人
物
が
存
在
せ
ず
、
鷹
司
兼
平
は
親
王
で
は
 
 

。
 
 
 

こ
こ
で
、
注
目
し
た
の
が
、
北
畠
親
房
の
場
合
で
あ
る
。
北
畠
親
房
は
、
永
仁
元
年
 
 

生
ま
れ
な
の
で
、
鷹
司
兼
平
と
比
べ
る
と
約
t
世
代
ほ
ど
若
い
時
代
を
生
き
た
人
物
で
 
 

あ
る
が
、
『
尊
卑
分
脈
』
に
「
一
品
准
大
臣
」
と
あ
る
。
元
徳
二
年
（
－
〕
u
O
）
に
従
一
位
 
 

に
昇
叙
し
、
准
大
臣
の
宣
下
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
一
位
」
が
「
一
品
」
に
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
『
太
平
記
』
巻
十
三
の
西
園
寺
家
に
関
す
る
逸
話
に
次
の
よ
う
な
件
が
あ
る
。
 
 

承
久
兵
乱
の
時
、
相
模
守
義
時
そ
の
合
戦
に
利
を
得
し
間
、
我
が
子
孫
七
代
ま
 
 

で
西
園
寺
殿
を
憑
み
進
ら
す
べ
き
由
申
し
置
き
け
る
と
か
や
。
さ
れ
ば
今
に
至
る
 
 

ま
で
、
武
家
他
に
異
な
る
思
ひ
を
な
せ
り
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
代
々
立
后
も
多
く
 
 
 

は
こ
の
家
よ
り
出
づ
。
国
の
拝
任
も
半
ば
は
そ
の
族
に
あ
り
。
u
射
れ
ば
可
対
副
 
 
 

（
傍
線
、
引
用
者
）
 
 

大
臣
に
至
り
、
位
一
品
の
極
位
を
窮
め
ず
と
い
ふ
劉
蘭
u
。
 
 
 

傍
線
部
は
、
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
り
、
一
品
の
極
位
ま
で
窮
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
 
 

う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
 
「
一
品
」
 
は
、
親
王
に
与
え
ら
れ
る
正
式
の
 
 

品
位
で
は
な
く
、
最
高
位
の
官
位
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
臣
下
へ
の
通
称
と
し
て
の
「
一
 
 

品
」
 
で
あ
り
、
実
際
は
、
従
一
位
の
位
階
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
北
島
親
房
 
 

の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
然
る
に
、
鷹
司
兼
平
は
、
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
鷹
司
家
の
 
 

祖
で
あ
り
、
太
政
大
臣
・
摂
政
・
関
白
に
ま
で
の
ぽ
り
つ
め
た
人
物
で
あ
る
。
 
 

嘉
禎
三
年
 
（
【
N
当
）
 
二
月
、
叙
爵
 
 

暦
仁
元
年
（
－
N
∽
0
0
）
 
正
月
、
右
中
将
か
ら
、
従
三
位
に
叙
す
 
 

同
年
間
二
月
、
権
中
納
言
 
 

仁
治
二
年
 
（
－
N
巴
）
 
四
月
、
内
大
臣
 
 

寛
元
二
年
 
（
【
N
念
）
 
六
月
、
右
大
臣
 
 

同
年
十
二
月
、
左
大
臣
 
 

宝
治
二
年
（
－
N
畠
）
 
十
月
、
従
一
位
に
昇
叙
 
 
 

建
長
四
年
（
－
N
∽
N
）
 
十
月
、
摂
政
・
氏
長
者
 
 

同
年
十
一
月
、
太
政
大
臣
兼
任
 
 

建
長
五
年
 
（
－
N
諾
）
 
十
一
月
、
太
政
大
臣
を
辞
す
 
 

建
長
六
年
 
（
－
N
∽
巴
 
十
二
月
、
摂
政
を
改
め
関
白
と
な
る
 
 

弘
長
元
年
こ
N
票
）
 
四
月
、
関
白
を
と
ど
め
ら
れ
る
 
 

建
治
元
年
ご
N
謡
）
 
十
月
、
摂
政
に
復
任
 
 

弘
安
元
年
 
（
－
N
遥
）
 
十
二
月
、
関
白
に
転
じ
る
 
 

弘
安
十
年
 
（
－
N
0
0
ヱ
 
八
月
、
関
白
を
辞
す
 
 

正
応
三
年
 
（
－
N
害
）
 
三
月
、
出
家
 
（
法
名
は
覚
理
）
 
 

永
仁
二
年
（
－
N
芝
）
 
八
月
八
日
、
没
。
六
十
七
歳
。
称
念
院
 
（
照
念
院
）
 
 

入
道
前
関
白
。
 
 
 

以
上
、
鷹
司
兼
平
は
「
一
品
」
 
「
椀
府
」
 
「
愚
老
」
 
の
全
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
 
 

唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
花
押
が
鷹
司
兼
平
の
も
の
で
あ
る
な
 
 

ら
ば
、
没
す
る
約
四
ケ
月
前
の
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

な
お
、
次
に
示
す
二
つ
の
花
押
の
う
ち
、
上
の
 
「
関
白
（
花
押
）
」
は
『
関
白
鷹
司
兼
 
 

平
消
息
写
』
（
石
清
水
文
書
）
 
で
、
下
の
花
押
は
『
関
白
鷹
司
兼
平
書
状
』
（
書
陵
部
）
 
 

の
も
の
で
あ
る
。
何
れ
も
兼
平
の
真
跡
で
あ
る
が
、
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
も
の
よ
り
力
強
 
 

い
。
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
花
押
を
鷹
司
兼
平
の
真
跡
と
見
る
に
は
や
や
無
理
が
あ
り
そ
う
 
 

で
あ
る
。
真
跡
本
の
写
し
で
あ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
三
世
紀
に
妓
楽
曲
が
関
白
で
あ
り
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
鷹
司
 
 

兼
平
と
い
う
最
高
位
の
権
力
者
に
ま
で
噂
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
 
 

の
背
景
に
は
伎
楽
（
妓
楽
）
 
そ
の
も
の
の
位
相
が
高
か
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
雅
楽
の
 
 

一
部
と
し
て
の
位
相
、
具
体
的
に
は
笛
の
楽
曲
と
し
て
の
位
相
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
 
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
鷹
司
家
に
は
数
多
く
の
音
楽
関
係
の
貴
重
音
が
伝
わ
り
、
ま
た
『
妓
 
 

楽
龍
笛
譜
』
の
旧
蔵
者
で
あ
っ
た
甘
露
寺
家
が
甘
露
寺
親
長
に
代
表
さ
れ
る
藤
原
北
家
 
 

勧
修
寺
流
の
笛
の
名
家
で
あ
る
こ
と
も
こ
の
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
伝
承
過
程
と
関
係
が
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
て
、
他
方
の
狛
康
重
で
あ
る
が
、
『
狛
氏
系
図
』
に
も
『
楽
所
補
任
』
に
も
こ
の
名
 
 

前
は
見
当
た
ら
な
い
。
『
教
訓
抄
』
よ
り
約
六
十
年
遅
れ
て
の
『
妓
楽
龍
笛
譜
』
で
あ
る
 
 

の
で
、
狛
康
重
な
る
人
物
は
『
教
訓
抄
』
の
近
其
よ
り
一
世
代
ば
か
り
若
い
世
代
の
人
 
 

物
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
狛
氏
系
図
』
中
、
康
重
に
近
い
名
前
の
人
物
は
お
お
よ
そ
以
 
 

下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

康
朝
 
文
保
元
年
（
－
u
－
ご
三
月
九
日
死
。
 
 

康
房
 
近
衛
尉
 
永
仁
二
年
二
月
四
日
為
有
朋
有
雅
等
被
殺
害
了
。
廿
五
。
 
 

康
継
 
将
監
 
正
中
元
年
（
－
∽
N
皇
九
月
十
七
日
死
。
五
十
三
。
 
 

康
眞
 
将
監
 
建
武
五
年
（
岩
∽
∞
）
四
月
十
七
日
死
。
 
 

康
基
 
左
兵
衛
尉
 
 

康
行
 
 

康
栄
 
 

康
則
 
 
 

敵
 
 

あ
る
い
は
 
「
朝
葛
本
名
近
葛
」
 
「
行
葛
改
名
行
朝
」
 
「
時
永
改
名
安
時
」
な
ど
の
よ
う
 
 

に
改
名
あ
る
い
は
通
称
・
別
称
が
あ
っ
た
か
。
未
詳
。
 
 

三
、
結
び
に
か
え
て
 
 

『
妓
楽
龍
笛
譜
』
の
記
載
内
容
を
以
て
直
接
「
伎
楽
舞
」
 
ヘ
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
。
こ
の
点
は
『
教
訓
抄
』
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
 
「
妓
楽
」
 
は
既
に
 
 

大
き
な
変
容
を
遂
げ
て
お
り
、
「
伎
楽
舞
」
の
面
影
は
追
跡
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
【
表
A
】
の
T
群
）
か
ら
治
道
が
省
略
さ
れ
、
（
金
剛
・
迦
棲
羅
・
良
禽
・
力
 
 

士
）
 
が
解
体
さ
れ
、
迦
棲
羅
を
還
城
楽
の
破
で
代
用
可
能
と
な
る
ほ
ど
、
雅
楽
と
伎
楽
 
 

の
融
合
あ
る
い
は
編
入
が
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
伎
楽
を
追
跡
す
る
に
あ
た
っ
て
『
教
 
 

訓
抄
』
の
持
つ
意
味
は
、
鎌
倉
期
の
伎
楽
の
演
出
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
既
に
 
 

独
立
し
た
芸
能
と
し
て
の
生
命
力
を
大
部
分
失
っ
て
し
ま
っ
た
伎
楽
（
妓
楽
）
 
の
楽
家
 
 

に
伝
わ
る
遵
法
と
し
て
の
演
出
を
と
ど
め
て
い
る
点
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

又
百
暦
人
味
摩
之
蹄
化
。
日
、
畢
∴
干
呉
一
、
得
二
伎
楽
儀
㍉
則
安
二
置
櫻
井
t
、
而
 
 
 

生
∵
少
年
∴
例
レ
習
二
伎
楽
儀
一
。
於
是
、
眞
野
首
弟
子
・
新
湊
滞
文
、
二
人
習
之
博
－
 
 

英
傑
。
此
今
大
市
首
・
辟
田
首
等
祖
也
。
 
 

一
方
、
右
の
掲
出
資
料
は
、
周
知
の
と
お
り
、
推
古
朝
の
時
に
百
済
人
の
味
摩
之
な
 
 

る
人
物
が
「
伎
楽
舞
」
と
い
う
芸
能
を
伝
え
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
伎
楽
研
究
の
出
発
 
 

点
と
な
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
で
あ
る
。
 
 

（
6
）
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
『
雅
楽
事
典
』
で
は
、
「
伎
楽
」
 
の
項
を
設
け
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

廃
絶
舞
楽
。
（
中
略
）
推
古
天
皇
二
〇
年
（
六
一
二
）
に
百
済
の
人
、
味
摩
之
が
伝
 
 

え
、
桜
井
に
少
年
を
集
め
て
習
わ
せ
た
呉
の
国
の
楽
舞
。
 
 
 

推
古
天
皇
の
時
代
に
百
済
人
味
摩
之
が
伝
え
、
桜
井
に
少
年
を
集
め
て
習
わ
せ
た
「
呉
 
 

の
国
」
の
楽
舞
が
「
伎
楽
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
沿
っ
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【
7
）
 
 

た
説
明
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
典
芸
能
2
『
雅
楽
王
朝
の
宮
廷
芸
能
』
で
も
、
「
伎
 
 

楽
」
 
と
い
う
項
目
を
設
け
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 
 

推
古
天
皇
の
時
、
聖
徳
太
子
が
、
「
三
宝
を
供
養
す
る
に
は
も
ろ
も
ろ
の
蕃
楽
を
用
 
 

い
よ
」
 
と
て
大
陸
音
楽
輸
入
を
奨
励
し
た
結
果
、
新
た
に
入
っ
た
の
が
伎
楽
で
あ
 
 

る
。
六
一
二
年
に
百
済
の
帰
化
人
昧
摩
之
を
大
和
の
桜
井
に
お
き
、
少
年
真
野
首
 
 

弟
子
な
ど
に
伝
授
せ
し
め
た
。
楽
戸
の
初
見
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
聖
徳
太
子
関
連
の
内
容
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
伎
楽
そ
の
も
の
 
 

に
関
す
る
説
明
は
『
雅
楽
事
典
』
と
同
じ
く
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
沿
っ
た
内
容
と
 
 

見
て
よ
い
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
に
関
し
て
は
、
次
の
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
あ
る
い
は
 
 

同
系
統
の
記
事
を
有
す
る
資
料
に
依
拠
し
て
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

又
百
済
味
摩
之
化
来
。
白
日
。
学
干
呉
国
特
使
楽
舞
。
即
安
置
桜
井
村
。
而
集
少
 
 

年
令
習
伝
。
今
諸
寺
伎
楽
舞
是
也
。
太
子
奏
。
勅
諸
氏
貢
子
弟
壮
士
令
習
呉
鼓
。
 
 

又
下
天
下
令
撃
故
習
舞
。
是
今
財
人
之
先
。
太
子
縦
容
謂
左
右
日
。
倒
矧
ヨ
封
矧
 
 
 

l
 

諸
蘭
剰
。
或
不
肯
学
習
。
或
習
而
不
佳
。
而
今
永
業
習
伝
。
宜
免
課
役
。
即
令
大
 
 

臣
奏
免
。
 
 
 

実
際
に
、
こ
の
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
引
用
傍
点
部
の
 
「
又
」
 
は
、
こ
の
直
前
の
 
「
す
 
 

済
化
来
人
有
白
療
病
」
の
記
事
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
も
「
又
百
 
 

済
人
味
摩
之
蹄
化
」
 
の
直
前
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
点
か
ら
、
両
者
の
影
響
関
係
あ
る
 
 

い
は
両
者
の
祖
本
と
な
っ
た
資
料
の
存
在
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
 
 

て
も
、
聖
徳
太
子
関
係
の
逸
話
の
有
無
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
『
雅
楽
事
典
』
『
雅
 
 

楽
王
朝
の
宮
廷
芸
能
』
両
者
共
に
伎
楽
の
説
明
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
を
そ
の
根
 
 

幹
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
味
摩
之
が
 
「
伎
楽
舞
」
を
伝
え
た
と
す
る
『
日
本
書
 
 

紀
』
の
記
事
は
、
伎
楽
伝
承
・
伝
来
の
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
伎
楽
研
究
の
起
 
 

点
で
あ
り
基
点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
 
「
又
百
済
人
味
摩
之
蹄
化
」
 
の
件
に
は
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
問
題
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
「
呉
」
は
果
た
し
て
「
呉
の
国
」
な
の
か
、
 
 

ま
た
 
「
桜
井
」
 
は
ど
こ
な
の
か
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
、
味
摩
之
に
よ
っ
て
日
 
 

本
列
島
に
伝
わ
る
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伎
楽
の
展
開
を
追
跡
す
る
た
め
の
一
つ
 
 

の
辛
が
か
り
と
な
る
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
、
楽
戸
運
営
の
問
題
を
含
め
た
日
本
列
島
 
 

に
お
け
る
伎
楽
の
展
開
を
追
跡
す
る
辛
が
か
り
と
な
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
関
 
 

し
て
は
、
以
前
よ
り
先
学
に
よ
っ
て
活
発
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
『
雅
楽
事
典
』
『
雅
楽
王
朝
の
宮
廷
芸
能
』
 
 

を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
先
行
研
究
で
は
、
味
摩
之
が
伝
え
た
「
伎
楽
舞
」
を
「
伎
楽
」
 
 

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
伎
楽
」
を
広
義
の
一
つ
の
独
立
し
た
芸
能
と
し
 
 

て
見
れ
ば
、
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
日
本
書
紀
』
『
聖
徳
 
 

太
子
伝
暦
』
で
は
、
何
れ
も
味
摩
之
が
伝
え
た
「
伎
楽
浄
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
『
教
 
 

訓
抄
』
で
は
「
掛
楽
」
と
表
記
し
て
お
り
、
龍
笛
譜
な
ど
の
楽
譜
類
で
も
管
見
の
限
り
 
 

で
は
「
掛
楽
」
と
い
う
表
記
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
「
輿
挙
が
加
 
 

わ
る
の
で
あ
る
が
、
「
呉
楽
」
に
関
し
て
は
、
『
令
義
解
』
に
「
伎
楽
謂
二
呉
楽
】
。
其
腰
 
 

鼓
亦
為
＝
呉
楽
之
器
一
也
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
伎
楽
」
の
併
称
■
異
称
で
あ
る
と
し
て
 
 

も
、
「
伎
楽
舞
」
「
伎
楽
」
「
妓
楽
」
と
い
う
三
通
り
の
表
記
・
呼
称
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
 
 

く
同
質
の
芸
態
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
伎
楽
展
開
史
あ
る
い
は
芸
能
史
 
 

の
一
部
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
る
。
 
 

ヽ
 
 
す
な
わ
ち
、
「
伊
楽
」
と
「
妓
楽
」
は
た
だ
の
異
表
記
な
の
か
、
あ
る
い
の
は
こ
の
よ
 
 

う
な
表
記
・
呼
称
に
伎
楽
変
遷
の
軌
跡
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
新
 
 

た
な
問
題
点
を
畢
ん
だ
と
こ
ろ
に
本
稿
の
意
味
を
見
出
し
た
い
。
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［
注
］
 
 

1
 
国
文
学
研
究
資
料
館
、
平
成
1
9
年
3
月
。
 
 

2
 
『
万
葉
集
』
に
「
白
鷺
の
木
を
啄
ひ
て
飛
ぶ
を
詠
む
歌
」
と
し
て
「
池
上
の
力
士
舞
か
も
白
鷺
 
 

の
梓
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
渡
る
ら
む
」
 
と
い
う
力
士
の
舞
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。
 
 

3
 
行
道
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
消
滅
し
た
悼
道
の
名
残
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

4
 
武
徳
楽
は
、
元
来
、
伎
楽
の
曲
で
は
な
く
、
『
仁
智
要
録
』
『
三
五
要
録
』
『
教
訓
抄
』
に
の
み
 
 

存
在
す
る
異
同
で
あ
る
。
武
徳
楽
を
「
妓
楽
曲
」
に
含
め
た
の
は
『
仁
智
要
録
』
と
『
三
五
要
 
 

録
』
を
著
し
た
藤
原
師
長
の
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。
狛
近
真
が
『
教
訓
抄
』
を
ま
と
め
る
際
 
 

に
『
仁
智
要
録
』
『
三
五
要
録
』
を
参
照
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
同
で
は
な
か
ろ
う
か
 
 

と
判
断
す
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
狛
近
真
に
と
っ
て
「
妓
楽
曲
」
と
は
「
他
家
相
伝
舞
曲
」
 
で
 
 

あ
り
 
「
我
家
二
習
伝
へ
ヌ
曲
」
 
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

5
 
唐
楽
、
黄
鐘
調
、
中
曲
、
早
八
拍
子
、
拍
子
十
六
、
新
楽
。
舞
な
し
。
も
と
は
水
嗣
の
曲
で
あ
 
 

っ
た
。
平
蛮
国
で
作
ら
れ
た
曲
。
大
国
の
楽
で
あ
る
と
『
続
教
訓
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

6
 
小
野
亮
哉
監
修
・
東
儀
信
太
郎
代
表
執
筆
、
平
成
元
年
、
音
楽
之
友
社
。
 
 

7
 
峯
能
史
研
究
含
編
、
昭
和
4
5
年
、
平
凡
社
。
 
 

【
表
A
】
伎
楽
の
構
成
 
 

（
Ⅰ
群
）
 
 

大
事
府
牒
 
 

法
隆
寺
縁
起
資
財
帳
 
 

西
大
寺
資
財
流
記
帳
 
 

広
隆
寺
資
財
帳
 
 

広
隆
寺
資
財
交
替
実
録
帳
 
 

観
世
音
寺
資
財
帳
 
 

（
Ⅱ
群
）
 
 

新
撰
楽
評
 
 

養
和
元
牢
記
 
 

仁
智
要
録
 
 

三
五
要
録
 
 

教
訓
抄
 
 

妓
楽
龍
笛
譜
・
妓
楽
譜
二
種
 
 

天
平
3
 
（
3
こ
 
 

天
平
1
8
 
（
謡
望
 
 

宝
亀
1
1
 
（
遥
○
）
 
 

貞
観
1
5
 
（
0
0
詔
）
 
 

仁
和
3
 
（
琵
ご
 
 

延
喜
5
 
（
岩
巴
 
 

康
保
3
 
（
漂
空
 
 

拳
和
元
 
（
〓
0
0
こ
 
 

〓
浩
以
前
 
 

〓
∽
N
以
前
 
 

天
福
元
 
〇
N
u
巴
 
 

永
仁
2
 
（
－
N
澄
）
 
 

師 師 師 師師師  
子 子 子 子 子 子   

呉 呉 呉 呉 呉 呉  
公 公 公 公 公 公  

胎師師治 師治  

道 子子道 子道   

師師師師 師師  

子 子 子 子 子 子   
児 児  子  

師
子
児
 
 

治
道
 
 

師
子
児
 
 

治
道
 
 

治
道
 
 

師
子
児
 
 
呉呉呉呉 呉胡  
公 女 女 公 公 公  

波
羅
門
 
 

力
士
 
 

力
士
 
 

迦
棲
羅
 
 

迦
棲
羅
 
 迦

棲
羅
 
 

迦
櫻
羅
 
 

迦
棲
羅
 
 

波
羅
門
 
 

波
羅
門
 
 

［
参
考
文
献
］
 
 

①
 
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
峯
術
論
』
、
林
屋
辰
三
郎
、
岩
波
書
店
、
忘
詔
 
 

②
 
「
雅
楽
と
伎
楽
」
、
田
連
尚
雄
、
田
辺
先
生
還
暦
記
念
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
（
岸
辺
成
雄
、
山
一
 
 

⑩
 
「
伎
楽
考
」
、
羽
塚
啓
明
、
『
東
亜
音
楽
論
叢
』
（
岸
速
成
雄
、
山
一
書
房
、
昭
和
1
8
）
所
収
 
 

（
ソ
 
ジ
ョ
ン
ワ
ン
 
韓
国
・
翰
林
大
学
校
日
本
学
科
 
教
授
）
 
 

⑨⑧⑦⑥⑤④③  
力
士
 
 
滝
羅
門
 
．
．
．
ト
 
二
l
 
ト
 
・
．
－
 
 

毘
寄
 
 

島
諸
 
 

島
寮
 
 

良
禽
 
 

鬼
襟
 
 

書
房
、
昭
和
1
8
）
 
所
収
 
 

『
能
楽
源
流
考
』
、
能
勢
朝
次
、
岩
波
書
店
、
昭
和
1
3
 
 

『
中
世
轟
能
史
の
研
究
－
古
代
か
ら
の
継
承
と
創
造
－
』
、
林
屋
辰
三
郎
、
岩
波
書
店
、
忘
芸
 
 

『
東
大
寺
要
録
』
、
全
国
書
房
、
昭
和
1
9
 
 

『
日
本
芸
能
史
』
第
一
巻
 
原
始
・
古
代
、
垂
能
史
研
究
会
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
－
冨
－
 
 

講
座
日
本
の
演
劇
2
『
古
代
の
演
劇
』
、
諏
訪
春
雄
・
菅
井
幸
雄
編
集
、
勉
誠
社
、
－
冨
0
0
 
 

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
寺
誌
叢
書
、
仏
書
刊
行
会
、
名
著
普
及
会
、
【
諾
の
 
 

「
伎
楽
と
鎮
護
国
家
」
、
新
川
登
亀
男
、
音
と
映
像
と
文
字
に
よ
る
大
系
『
日
本
歴
史
と
芸
能
 
 
 

第
二
巻
 
古
代
仏
教
の
荘
厳
 
国
家
・
権
力
・
音
』
（
－
浩
○
、
平
凡
社
）
所
収
 
 

力
士
 
 

波
羅
門
 
 

波
羅
門
 
 

力
士
 
 

力
士
 
 

大 大 大 大 大 大  
孤 孤 孤 孤孤 孤   

酔酔 酔酔酔酔  

胡 胡 胡 胡 胡 胡  

武 武 武   

徳徳徳   
楽 楽 楽   

波
羅
門
 
酔
胡
 
 

酔
胡
 
 

太
孤
児
 
酔
胡
吏
 
 

太
孤
父
 
太
孤
子
 
 

太
孤
父
 
太
孤
子
 
 

波
羅
門
 
酔
胡
 
 

呉
女
 
 

酔
胡
従
 
 

酔
胡
 
 

呉
女
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